
サービス連合は、今月開催した第10回中央執行委員会において「2023春季生活闘争方針（案）」ならびに
「サービス連合の組織体制について（案）」について確認しました。
加盟組合においては、2023年１月20日(金)に開催する第22回中央委員会にむけ、十分な議論がおこなわれるよ

う要請いたします。なお、第22回中央委員会に提案する上記以外の議案については、サービス連合本部のホーム
ページ（会員ページ）に掲載しますので、併せてご覧ください。
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サービス連合「2023春季生活闘争方針」（案）

１．私たちはこれまで、21世紀の基幹産業として

魅力ある産業の実現を目指し、サービス・ツー
リズム産業で働くすべての仲間の労働環境の整
備に取り組み、これまでも幾多の困難を乗り越
え、景気に左右されずに、中期的な賃金目標
「35歳年収 550万円」の実現にむけて歩みを進
めてきました。
2022春季生活闘争では、依然として新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受け続けている状況
においても、中期的な賃金目標「35歳年収 550

万円」を堅持し、実質的な賃金改善を要求する
加盟組合は1.0％以上の水準をもって取り組みを
進め、一定の成果となりました。

２．わが国においては、原材料価格の高騰や円安
などに起因し、数ヵ月にわたり急激な物価上昇
が続いていることに対し、実質賃金は低下し続
けており、賃金水準が物価上昇に追いつかず、
人々の生活に多大な影響を及ぼしています。一
方、2022年の地域別最低賃金の改定額が過去最

高となり、社会的にも賃上げの期待度が高まっ
ていることから、人への投資の重要性は増して
います。新型コロナウイルス感染症の発生から
３年が経過し、ホテル・レジャー、ツーリズム
はその影響を受け続けてきましたが、今後は経
済の正常化や海外との往来制限の緩和などによ
り、観光需要は回復していくものと想定されま
す。しかしながら、この間、企業の財務状況は
急激に悪化し、膨大な借入れをおこなっている
企業もあることを認識しておく必要があります。
国際航空貨物では、不安定な海外情勢による燃
油価格の高騰や荷動きの鈍化などにより、今後
の見通しが不透明な部分もあります。また、人
財流出による人手不足が産業全体の課題となっ
ており、労働集約型産業である私たちにとって、

人への投資と働きやすい労働環境の構築は必要
不可欠となっています。

３．2023春季生活闘争に臨むにあたって、私たち

はすべての労働者の雇用を守り、労働条件の向
上に最大限に取り組み、そのうえで、中期的な
賃金目標「35歳年収 550万円」の実現を目指し

て、一時金もあわせた年収水準の回復、向上に
取り組むこととします。私たちは、新型コロナ
ウイルス感染症の発生以降、雇用を守ることを
最優先として取り組みをおこなってきました。
今後は、足踏みを余儀なくされた、中期的な賃
金目標「35歳年収 550万円」の実現にむけた全

体での歩みを加速させ、労働条件の向上に注力
していく必要があります。そのため、2023春季

生活闘争では、すべての加盟組合が賃金カーブ
を維持したうえで、1.0％以上の実質的な賃金改

善に取り組むこととします。また、生産性向上
が求められる中、人手不足も相俟って、働くも
のに対する期待度、負荷が増していることを考
慮すると、1.0％にとどまらず、さらなる取り組

みが可能な加盟組合は、それ以上の賃金改善に
積極的に取り組むこととします。産業を回復さ
せ、持続的に成長させていくためには、人財の
確保と定着が必要であり、人への投資が最重要
であるという共通認識を持ち、労使が真摯に向
き合い、すべての加盟組合が一体となって全力
で2023春季生活闘争に取り組むこととします。

具体的な要求内容については、後述の要求基
準を基に加盟組合が主体的に策定することとし
ます。すべての加盟組合が闘争に取り組むこと
ができるよう、闘争委員会は加盟組合との関係
を強化し、要求水準策定から合意に至るまで、
闘争委員会全体となって、全力で加盟組合の支
援をおこなうこととします。
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Ⅰ．2023春季生活闘争の基本認識



１．正規労働者の賃金改善、一時金要求

2023春季生活闘争は、一人ひとりが働きがい
と生きがいを持ち、安心して働き続けられる産
業の実現のために、サービス・ツーリズム産業
で働くすべての労働者の雇用を守り、労働条件
の向上を目指して最大限に取り組むこととしま
す。人手不足が産業全体の課題となっているこ
とから、人財への投資の重要性を労使で認識し、
産業の将来を見据え、中期的な賃金目標「35歳
年収 550万円」の実現にむけて、継続して取り

組むこととします。取り組みにあたっては、賃
金水準全体の底上げとなるよう、とりわけ生活
の基礎となる月例賃金にこだわり、一時金水準
の回復、向上とあわせて、「指標」を活用し、
年収水準の回復、改善を目指す闘争を進めてい
くこととします。なお、一時金は業績による影
響を受けやすい性質もあるため、一時金の上積
みはもとより、月例賃金の改善に最大限に取り
組むこととします。

(1) 賃金改善
①中期的な賃金目標「35歳年収 550万円」の実

現を目指し、主体的に取り組む。既に達成し
ている加盟組合は中労委モデルまたはそれ以
上を目指す。

②賃金改善については、「指標」や「賃金水準
の実態」（※１）を基に賃金水準の引き上げ
に取り組む。

③すべての加盟組合は1.0％以上の実質的な賃金

改善に取り組む。さらなる取り組みが可能な
加盟組合は、1.0％にとどまらず、それ以上の
賃金改善に積極的に取り組む。

④人事賃金制度がある加盟組合は賃金カーブ維
持分の確保に取り組む。

⑤定昇制度がない加盟組合や定昇見合い分の算
出が困難な加盟組合、賃金制度が未整備な加
盟組合は、業種ごとに定める賃金カーブ維持
分参考値および実質的な賃金改善分参考値
（※２）を意識して取り組む。また、今後に

むけて、人事賃金制度の確立を視野に入れ、
労使協議を進める。

⑥ツーリズム・航空貨物の加盟組合は、これま
での取り組みの経過を踏まえ、月例賃金の最
低到達目標水準を22歳で172,000円程度、35歳

で300,000円程度を補足基準として定める。
(2) 一時金

①年収水準の回復、向上を目指し、中期的な賃
金目標「35歳年収 550万円」の実現にむけ、

「指標」を活用し、主体的に水準向上に取り
組む。

②「指標」を活用しない加盟組合の年間支給月
数は4.0ヵ月相当とし、既に年間4.0ヵ月を確保

している加盟組合は、前年実績以上を要求す
る。

③業績連動一時金を導入している加盟組合は、
固定支給分の年間協定化や配分拡大をおこな
うこととし、年収水準の回復、向上を目指す。

④「指標」を活用しないツーリズム・航空貨物
の加盟組合の補足基準として要求基準を4.0ヵ
月、到達目標水準を5.5ヵ月以上とする。

また、最低保障賃金の協定化は、この産業で働
く労働者の社会的地位の向上と魅力ある産業の
実現にむけた底上げ、底支えの観点から重要性
が増しており、すべての加盟組合が２つの最低
保障賃金の趣旨を理解したうえで取り組みを進
めることができるよう支援をおこないます。

2023春季生活闘争は労働組合としての役割の
重要性がこれまで以上に求められる闘争となり
ます。わが国においては20年以上にわたり賃金

水準が停滞しており、今後は継続的な賃金水準
の向上が求められます。私たちの産業において
も、適切に価格転嫁をおこない、企業が安定的
な利益を上げ、その利益を適正に労働者に最大

限分配するという好循環を生み出し、継続的に
人への投資をおこなうことが必要であり、その
ためにはより強固な総合労使協議体制の構築が
求められます。産業の明るい未来を自らの手で
切り拓いていくためには、2023春季生活闘争を

大きな転換点とし、すべての加盟組合がその意
義を十分に理解して取り組むことが大切です。
サービス・ツーリズム産業が21世紀の基幹産業

として再び光を浴び、大きく成長していくため
に全体で一丸となって取り組んでいくことが重
要であることを強く認識し、2023春季生活闘争
に取り組むこととします。
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（※１）2022年賃金水準の実態

Ⅱ．2023春季生活闘争要求基準

【22歳】 【35歳】

ホテル･
レ

ジャー

ツーリ
ズム･航
空貨物

ホテル･
レ

ジャー

ツーリズ
ム･航空
貨物

加重
平均

177,800
円

206,000
円

263,400
円

300,500
円

モデ
ル賃
金

177,600
円

(35組合
平均)

205,800
円

(29組合
平均)

290,700
円

(37組合
平均)

320,800
円

(31組合
平均)

年収
試算

232万円
程度

300万円
程度

349万円
程度

437万円
程度

中労
委モ
デル

222,000円 391,200円

中労
委

年収
試算

360万円程度

(一時金は高卒支
給額で試算)

670万円程度

注）年収については当年度加重平均の12ヵ
月分に賃金実態調査による2022年夏期一
時金年齢別平均支給額・2021年冬期一時
金平均支給額を加算して試算。
中労委モデルは2021年実績を記載。



２．契約社員やパートタイマー等の待遇改善

契約社員やパートタイマー等の待遇改善につ
いては、正規労働者と同様の考え方に基づき待
遇の改善に取り組むこととします。また、要求
基準を基に安心して働き続けることができる環
境整備を進めていくこととします。
2021年４月に完全施行されたパートタイム・

有期雇用労働法への対応として、引き続き各種
労働条件の点検活動をおこない、必要に応じて
是正に取り組むこととします。

(1) 賃金改善

賃金改善については以下の要求基準とします。
また、賃金水準の引き上げには、最低保障賃金
の締結や引き上げなどの取り組みも有用性があ
ることから、要求基準に加えて取り組むことと
します。

①月例給労働者

1)月例給労働者については、サービス連合の
賃金実態を基に年齢間間差分として試算さ
れた2,300円を確保する。

2)そのうえで、1.0％以上の実質的な賃金改善
分を加えた4,300円以上の賃金改善をおこな
うこととする。
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ホテル・レ
ジャー

ツーリズム・航
空貨物

賃金カーブ維持
分参考値

（2018年～2022年
の参考値平均)

4,850円 4,800円

実質的な賃金改
善分参考値

2,650円以上 3,050円以上

指標の基本的な考え方
中期的な賃金目標「35歳年収 550万円」にむけて、

加盟組合が主体的に賃金水準の底上げを目指して取
り組むことを推進するために、賃金実態調査を基に
「指標」を策定します。加盟組合は、「指標」を参
考に、自らの賃金実態に即した具体的な目標設定を
おこない、賃金水準の改善を目指して段階的な取り
組みをおこなうこととします。

全加盟組合の取り組みにより、サービス連合全体
の賃金水準の引き上げを目指すこととします。

【参考】『中期的な賃金目標「35歳年収 550万円」の指標』（抜粋）

調査協力者数 2,527名 50歳以上のデータを除く
平均値 勤続年数8.0年 入社時年齢29.4歳
2022年調査の21歳から35歳までの平均間差
2,223円・1.14％
過去３年間の21歳から35歳までの平均間差
2,161円・1.30％

【2022年契約社員賃金実態調査結果（参考値）】

②時間給労働者

1)サービス連合の時間給労働者の賃金実態や地
域別法定最低賃金の引き上げ額などを総合的
に判断し、地域別法定最低賃金の最高引き上
げ額に1.0％以上の賃金改善分を加えた34円
以上の賃金改善をおこなう。

2)産業別最低保障賃金も意識して取り組みをお
こなう。

調査協力者数 2,269名 時間給平均1,115円

【2022年時間給労働者実態調査結果（参考値）】

(2) 一時金

正規労働者との待遇差を十分に点検したう
えで、年収水準の回復、向上のために取り組
む。
(3) 不合理な労働条件の是正
①労働条件の点検および是正

契約社員やパートタイマー等のあらゆる
労働条件を点検し、待遇差を設けることが
合理的でないと判断される労働条件につい
て是正をおこなう。

②正規労働者と整合性が確保された
人事・賃金制度の導入

一時金の支給や昇給ルール策定などに取
り組み、正社員との整合性が確保された人
事・賃金制度の導入を目指す。また、正社
員への登用機会を積極的に設定する。

３．最低保障賃金

サービス連合では、魅力ある産業の実現に
むけ、産業全体の労働条件の底上げ、底支え
とこの産業で働くすべての労働者への波及効
果を目的として、２つの最低保障賃金の考え
方を持っています。最低保障賃金は、私たち
の産業で働くすべての労働者が最低限の生活
ができるための賃金水準であり、産業全体の
賃金水準の底上げや社会的地位の向上につな
げるために有用であるとの認識に基づき、す
べての加盟組合で最低保障賃金の協定化にむ
けた要求をすることとします。

産業別最低保障賃金は、この産業で働くす
べての従業員に適用させることにより、産業
全体の労働条件の底上げに寄与し、産業全体
の処遇改善につながる重要な取り組みです。

ポイント年齢別最低保障賃金は、基幹従業
員を対象として産業内の賃金水準の底支えと
格差是正を目的としています。賃金制度の多
様化により、同年齢でも賃金水準に幅が生じ
ていることや転職などによる中途採用者が増
加していることから、ポイント年齢別最低保
障賃金は賃金水準の底支えをはかるためにも
重要な取り組みです。

(1) 産業別最低保障賃金

すべての加盟組合は要求基準を基に産業別
最低保障賃金を要求する。

（※２）賃金カーブ維持分参考値・実質的な賃金改善
分参考値
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対象都道府県
時間額
月 額

対象都道府県
時間額
月 額

東 京
1,169円

192,900円
神奈川

1,168円
192,800円

大 阪
1,120円

184,800円
埼 玉

1,084円
178,900円

愛 知
1,083円

178,700円
千 葉

1,081円
178,400円

京 都
1,065円

175,800円
兵 庫

1,057円
174,500円

静 岡
1,041円

171,800円
三 重

1,027円
169,500円

広 島
1,023円

168,800円
滋 賀

1,020円
168,300円

北海道
1,012円

167,000円
栃 木

1,005円
165,900円

茨 城
1,003円

165,500円
岐 阜

1,001円
165,200円

富 山
長 野

999円
164,900円

福 岡
990円

163,400円

山 梨
988円

163,100円
奈 良

986円
162,700円

群 馬
985円

162,600円
岡 山

982円
162,100円

石 川
981円

161,900円
新 潟

979円
161,600円

和歌山
978円

161,400円
福 井
山 口

977円
161,300円

宮 城
972円

160,400円
香 川

966円
159,400円

福 島
944円

155,800円
島 根

943円
155,600円

徳 島
941円

155,300円
岩 手・山 形
鳥 取・大 分

940円
155,100円

青 森・秋 田
愛 媛・高 知

佐 賀・長 崎
熊 本・宮 崎
鹿児島・沖 縄

939円
155,000円

別表【2023年度 産業別最低保障賃金要求基準】
（月額はツーリズム・航空貨物基準）

算出方法
産業別最低保障賃金は法定地域別最低賃金に概ね10％を乗じ

た額で設定しています。また、要求水準が既に1,000円を超え

ている地域については法定地域別最低賃金の全国加重平均の概
ね10％を法定地域別最低賃金に乗じた額で設定しています。

①加盟組合は取り組み趣旨を理解したうえで、積極
的に取り組み、協定化を目指す。ただし、企業内
の最低賃金要求水準、対企業交渉による企業別最
低保障賃金の協定化、対象者を絞り込んだ協定化
に取り組むことも可能とする。

②インターンや外国人研修制度など研修が主たる目
的である場合は適用除外とする特例も可能とする。
また、年金受給者、高年齢雇用継続給付受給者は
年金月額支給額、高年齢雇用継続基本給付金との
合算額での適用を可能とする。

(2) ポイント年齢別最低保障賃金
すべての加盟組合は要求基準を基にポイント
年齢別最低保障賃金を要求する。
【2023年度
ポイント年齢別最低保障賃金要求基準】

対象者

ポイント年齢別最低保障賃金は、一時的・臨時的
に雇用するものではなく、有期または期間の定めの
ない雇用を前提とする基幹従業員を対象とします。
賃金の基本部分を対象とし、自然年齢別の全国統一
最低基準とします。設定額は加盟組合の初任給水準
およびサービス連合賃金実態調査に基づく基本給の
全国平均より導くこととします。

算出方法
①18歳初任給からの算出
全加盟組合の賃金実態調査に基づく18歳初任給を

昇順に並べ、第一十分位（全体を10のグループに区
切る最初の線）と最も下位にあたる組合の水準を500
円単位に切り上げて算出します。20歳以降は18歳ポ

イント年齢別最低保障賃金を基に、年齢間間差とし
て１年間で時給10円の賃金改定を加算した数値（10
円×165時間＝1,650円／１年）を500円単位に切り上
げて算出します。
②実在者基本給からの算出

各加盟組合の実在者データより算出をおこなうこ
ととし、以下の２点から各ポイント年齢における実
在者の基本給加重平均値の67％の数値を500円単位で
切り上げて算出します。

ア）休業補償６割に、就労に関わる経費（年収の
１割）を加算
イ）傷病手当金で標準報酬日額の2/3が支給

①・②それぞれの算出方法に基づき算出された金
額をポイント年齢毎に比較し、いずれか高い数値を
それぞれのポイント年齢別最低保障賃金として設定
をおこないます。ただし、算出された額が前年を下
回る場合は、前年の水準で設定します。

①加盟組合は取り組み趣旨を理解したうえで、協
定化を目指し、積極的に取り組む。

②有期雇用労働者については、契約期間・更新時
期・賃金規定を就業規則に明記した雇用関係の従
業員を適用の範囲とする。

③適用対象者範囲の拡大については各加盟組合が
主体的に取り組むこととするが、当面は26歳まで
の適用を可能とする。

④短時間勤務者などにおける算出については次式
を基本とする。

ポイント年齢別最低保障賃金×(１日あたりの所定労
働時間－１日あたりの短縮時間数)／１日あたりの所
定労働時間

③ツーリズム・航空貨物の加盟組合が月額で要
求する場合、要求基準を基本としつつ、時間
額との整合をはかる必要がある場合は、それ
を可能とする。

年齢 月額 年齢 月額

18歳 142,500円 26歳 156,000円

20歳 146,000円 30歳 165,000円

22歳 149,500円 35歳 192,500円
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※産業別最低保障賃金を下回らないものとする

ツーリズム・航空貨物の加盟組合は、基幹従業員の
最低保障賃金として、産業全体の賃金水準を底支え
するために引き続き取り組むこととし、従来からの
取り組みとの関係について整理をおこなったポイン
ト年齢別最低保障賃金の考え方（第20回中央委員会
確認）に基づき、26歳・30歳・35歳の水準を以下の
とおり設定します。なお、40歳以上の設定が必要な
加盟組合は、35歳の額を下回らないことを基準に加
盟組合の判断で要求することとします。

４．同時要求
(1) 総実労働時間短縮にむけて

年間総実労働時間1800時間の実現にむけ、
2022年８月からスタートした「第５期時短アク

ションプラン」に基づき、働き方を見直し、働き
やすい職場環境の構築を目指して、総実労働時間
短縮ならびに労働時間管理の適正化に取り組み、
すべての加盟組合が目標達成にむけ、主体的に取
り組むこととします。

人手不足による長時間労働が産業全体の課題と
なっており、労使で課題の認識と共有をおこない、
人財の定着と安心して働き続けられる職場環境の
構築を目的として、長時間労働の是正と適正な時
間管理、適正な人員配置などに取り組むこととし
ます。
①所定労働時間の短縮

1)年間所定労働時間が2000時間を超えている加
盟組合は、年間所定労働時間2000時間以内と
することに優先的に取り組む。

2)休日数は年間104日を確保したうえで、祝日
16日の確保や誕生日、結婚記念日などの休日
を増やす取り組みをおこなう。

3)１日の所定労働時間７時間30分以内を目指す。
②年次有給休暇の取得拡大

1)一人あたりの平均取得日数を15日以上とする

ことを目指し、取得日数８日未満の従業員を
なくす取り組みをおこなう。

2)付与日数は法定の10日を上回るよう取り組み、
初年度付与日数を15日以上、最高付与日数は
20日を超える制度の導入を目指す。

3)年次有給休暇を取得しやすい環境整備として、
半日年休制度の拡充や時間単位年休制度、計
画的付与制度の導入も有効な手段であるが、
検討にあたっては年次有給休暇の本来の趣旨
を十分に尊重したうえで取り組みをおこなう
必要がある。

③時間外・休日労働の縮減
1)時間外労働は１ヵ月45時間以内、年間120時

間以内を目指す。また、休日労働（公休日労
働）はゼロを目指すために、36協定は職場実

態に応じて適正な時間数で締結し、可能な限
り特別条項は結ばないようにする。

2)時間外･休日労働の割増賃金は時間外･休日労
働の抑制効果にもなることから、法定以上の
割増率の引き上げに取り組む。また、月60

時間超の時間外労働割増率の中小企業におけ
る猶予措置が2023年３月末で終了すること

により、時間外労働割増率の点検をおこない、
猶予措置を使っている場合には４月以降の割
増率改定の対応をおこなうこととする。

(2) 両立支援・男女平等社会の実現
2023春季生活闘争においては、「両立支援・

男女平等社会の実現にむけた統一対応」の達成に
むけ、引き続き、以下の重点項目に取り組むこと
とします。
①子の看護休暇および介護休暇の有給化

子の看護休暇および介護休暇は、育児や介護
を担っている労働者の負担を軽減するために有
用な休暇制度です。サービス連合では、有給で
対応することを統一対応で定めていますが、い
まだ多くの加盟組合では無給の対応となってお
り、年次有給休暇を優先的に利用していると想
定されます。子の看護休暇および介護休暇の本
来の趣旨のとおり、これらの休暇の利用を促進
できる環境整備にむけて引き続き取り組むこと
とします。

②改正育児･介護休業法への対応
2022年４月から順次施行されている改正育

児･介護休業法への対応を適正におこなうとと
もに、男性の育児休業の取得促進について労使
で協議をおこなうこととします。また、2023

年４月から男性の育児休業取得率の公表が義務
化されることへの対応とあわせ、対象となって
いない企業においても、労使で現状を認識した
うえで、育児･介護休業全般における課題につ
いて協議をおこなうこととします。

③その他

職場における男女平等の実現にむけて、加盟
組合が策定した「男女平等参画計画」で定めた
具体的な取り組み項目に重点的に取り組むこと
とします。また、女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律（女性活躍推進法）の省令
改正により、2022年７月から男女間賃金格差

の公表が義務化されたこともあり、男女間賃金
格差の点検や是正、女性の職業生活における活
躍の推進の定着などにも取り組むこととします。

(3) 60歳以降の雇用の確保に関する基準
引き続き希望者全員が65歳まで就労可能とな

る制度の確立にむけて取り組むこととします。

サービス連合では、高年齢者雇用安定法の経過
措置を適用し、希望者全員が65歳まで就労可能
としていない加盟組合もあります。2025年３月

末でこの経過措置が終了することから、早期に体
制を整備し、希望者全員の65歳までの雇用の確

保と労働条件の改善に引き続き取り組むこととし
ます。
また、2021年４月に改正された高年齢者雇用

安定法により、70歳までの就業機会の確保が努

力義務とされており、将来にわたる人財の確保の
観点から、定年の引き上げや継続雇用制度の延長
などについて労使協議をおこなうこととします。

年齢 月額 対基本給加重

26歳 157,000円 67.21％

30歳 174,000円 67.55％

35歳 210,000円 72.02％
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(4) その他
①2022年４月に改正された労働施策総合推進法の

施行により、すべての企業を対象にあらゆるハ
ラスメントの防止措置等が義務化されたことを

受け、改めてハラスメント防止の対応について
点検活動をおこなうこととします。

②その他労働条件の向上に関する要求については、
諸基準を活用し、取り組むこととします。

Ⅲ．2023春季生活闘争に関連した取り組み

１．組織拡大の取り組み

会社に対して交渉力を発揮するには、加盟組合
が強固な組織基盤を確立し、組合員の声を十分に
反映した要求をおこなうことが必要です。また、
労働組合の組織率が過半数に達していれば、36協

定など労使協定の締結当事者となることができま
すが、組織率が過半数に達していない場合は、締
結当事者になることができず、過半数代表の選出
が必要となります。組織拡大やオルグなどの取り
組みをつうじ、組合員との積極的なコミュニケー
ションにより、多くの仲間から様々な声を集め、
それを交渉に生かしていくことが重要です。

同一労働同一賃金の対象となっている契約社
員・パートタイマーなどの組織化に取り組むため
にも、更なる加入を呼びかけ、春季生活闘争方針
や交渉状況を共有するなど、積極的に情宣をおこ
なうとともに、着実に組織化を推し進めることと
します。特に無期転換後の労働者については、ユ
ニオンショップ協定の範囲に加えるなど組織化に

むけ、重点的に取り組むこととします。

なお、組織拡大の具体的な取り組みについては
本部組織局が対応します。

２．雇用確保にむけた取り組み
雇用の確保にむけた取り組みとして、第19回中

央委員会で確認された「雇用の安定的な維持・確
保にむけた統一対応」にのっとった対応をおこな
うこととします。

３．政策制度実現にむけた取り組み

(1) 魅力ある産業の実現にむけた取り組みとして、
国会への働きかけや行政や業界団体への申し入れ、
意見交換などをつうじた運動を展開し、課題の解
決や制度の実現を求めることとします。

(2) 連合が掲げる2023春季生活闘争における政策制

度要求の実現を目指し、各種集会や諸行動に積極
的に参加するなど引き続き取り組むこととします。

Ⅳ．2023春季生活闘争の取り組み体制について

１．サービス連合の2023春季生活闘争の取り組み体
制は以下のとおりとします。

(1) 闘争委員会の設置

①サービス連合中央執行委員によって構成する闘
争委員会を設置します。闘争委員会は、全加盟
組合の闘争状況の把握および支援・調整と情報
発信をおこないます。

②闘争委員会設置以降のサービス連合全体の闘争
体制は、本部事務局が統括します。闘争方針に
ついては、情勢に対処するための補強やスケ
ジュール調整の必要性が生じた場合は、適宜開
催する四役・事務局合同会議で協議します。

(2) 各加盟組合への支援活動

闘争委員会は、加盟組合の総合労使協議体制の
確立を促すとともに、加盟組合と相互連絡を密に
して交渉の進捗状況を把握し、必要に応じた支援
をおこないます。各加盟組合への必要な支援活動
は闘争委員会がおこなうこととします。なお、春
季生活闘争に関する加盟組合からの相談や交渉支
援については、本部労働条件局が窓口となり、対
応します。

賃金の基礎知識の習得や最低保障賃金への積極
的な取り組みを求めるとともに、定昇制度など賃
金制度が未整備な加盟組合に対し、早期に賃金制
度構築にむけた議論に取り組めるよう賃金制度な
どへの理解を深める取り組みを推進することとし
ます。具体的には、「2023春季生活闘争賃金要求

取り組みマニュアル」や中期的な賃金目標達成に
むけ、「35歳年収 550万円への指標 2023春季生

活闘争版」を発行し、加盟組合の取り組みの一助

となるようその活用促進にむけた周知につとめま
す。

また、加盟組合に対して賃金制度構築や「指
標」を活用した要求作成など、早期の段階から積
極的に支援をおこなうこととします。加えて、賃
金水準や一時金水準などの労働条件を比較するた
め、「賃金実態調査」を発行し、活用促進にむけ、
周知につとめます。同時要求などの要求検討にあ
たっては「諸基準集」の活用を促すこととします。
「2023春季生活闘争要求・回答・合意内容」の

配信については、共闘による波及効果を目指すと
ともに、加盟組合相互の情報共有と一体感ある取
り組み強化のため、情報管理を徹底したうえで、
おこなうこととします。

(3) 体制強化

要求書はサービス連合会長との連名で提出する
こととします。

最低保障賃金については、底上げ、底支えの観
点から全体の取り組みとするため、他の要求項目
とは別に会長と連名での要求書を本部から送付し、
すべての加盟組合が取り組むこととします。なお、
産別基準を上回る取り組みをおこなっている加盟
組合は、引き続き取り組みを進めることとします。

各加盟組合は、提出した要求書の控えを本部労
働条件局に１部送付することとします。闘争委員
会は加盟組合との連携を密にして、交渉の進捗状
況を把握するとともに、支援・調整をおこなうこ
ととします。
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(4) 情報管理
情報管理については、「2023春季生活闘争 本

部事務局での情報管理について」に基づき、徹底
することとします。加盟組合の交渉状況の把握
（窓口機能）および、「回答・合意情報」集計と
「関連データ」集約、情報管理は本部労働条件局
がおこないます。
①サービス連合による情報発信

サービス連合全体への波及効果の取り組みと
して、情報管理を徹底したうえで、各加盟組合
に対し、可能な限り情報開示を求めるとともに、
加盟組合との確認に基づき、「2023春季生活闘

争要求・回答・合意情報」を加盟組合および各
地連に送信します。また、事前確認したうえで、
外部メディア（新聞社、出版社、ウェブ媒体な
ど）への情報提供をおこない、記事として掲載
依頼をおこないます。

②加盟組合の回答・合意・交渉スケジュールなど
に関する情報連絡

加盟組合は回答・合意・交渉などに関する情
報について、本部労働条件局へ連絡、共有する
こととし、雇用対策局と連携しながら進めます。

(5) 相場形成と波及力強化

中闘組織会議を活用し、相場形成と波及力のあ
る主要組合間で相互に要求内容や合意内容にむけ
た交渉について確認することとします。また、行
政や業界団体に対し、サービス連合2023春季生活

闘争方針について説明をおこなうとともに、要請
行動をおこなうこととします。

２．交渉スケジュール
(1) 要求書の提出

要求書は原則として２月末日までに提出するこ
ととします。ただし、要求書を２月末日までに提
出することが困難な場合は、闘争委員会と調整を
はかり、遅くとも３月上旬までには提出すること
とします。

(2) 集中交渉期間

早期決着を目指すため、集中交渉期間を設定し
ます。
集中交渉期間は、３月13日（月）から３月17日

（金）とし、ヤマ場を３月14日（火）から３月16
日（木）とします。

(3) 合意

各加盟組合は３月末日までの決着を目指すこと
とします。

３．調査関係
(1) 要求内容調査

各加盟組合の実態把握・集計を目的として要求
内容調査を実施します。

各加盟組合は「関連数値・要求内容調査票」に
ついて、定められた期日までに本部労働条件局へ
提出することとします。

(2) 合意内容調査

合意状況の把握・分析を目的として合意内容調
査を実施します。

各加盟組合は「関連数値・合意内容調査票」に

ついて、定められた期日までの本部労働条件局へ
提出することとします。

４．連合との共闘体制

「共闘連絡会議」については、可能な範囲で情
報開示をおこない、参加することとします。
連合が主催する「2023春季生活闘争開始宣言
2.6中央総決起集会」「2023春季生活闘争政策制
度要求実現3.7中央集会」をはじめ、関連する諸行
動に参加します。

各地連は、地連所在地の地方連合会が主催する
2023春季生活闘争関連の諸行動に、可能な限り参
加することとします。

５．雇用に関する課題への対応について

雇用にかかわる問題については、本部雇用対策
局において、対応することとします。

※「2023春季生活闘争デザイン・スローガン」

について、皆様より多数ご応募いただき、ありが
とうございました。

※次ページに続きます
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Ⅰ．はじめに

サービス連合は結成20年を機に、2021年１月
の第21回中央委員会で今後10年を見据えた「長

期ビジョン」を確認し、運動を進めています。
しかし、私たち組合員一人ひとり、加盟組合そ
してサービス連合を取り巻く状況は、新型コロ
ナウイルス感染症の影響をはじめ大きく環境が
変化しています。

その中で、長期ビジョンを実現するために、
１年をかけてサービス連合の組織のあり方を根
本から見直し、検討することを2021年７月の第
21回定期大会で確認しました。
2022年７月の第22回定期大会では、サービス

連合の組織体制について提起をおこない、その
うえで、加盟組合に対して組織討議を要請しま
した。この間、中央執行委員会では、提起した
内容のもと加盟組合の意見も参考に、組織体制
の提案にむけ、議論を重ねてきました。

Ⅱ．組織討議を受けて

組織討議をつうじ、加盟組合の皆さんには、
今回の検討と提起に至った必要性については概
ね理解いただいたうえで、特に人財に関する項
目と加盟組合の交流に関する項目について、多
くの意見や質問をいただきました。質問や意見
の中には、１期２年の運動方針や個別検討が必
要な項目もあることから、今回の提案では向こ
う10年を目途とする組織体制の全体像や方向性

を確認し、個別方針などは、都度定期大会で提
案することとします。

Ⅲ．提案にあたって

サービス連合は、サービス・ツーリズム産業
で働くすべての者が報われる公正で健全な産業
の発展を構築するため、すべての仲間の声を代
表する組織として引き続き、社会的役割と責任
を果たしていかなくてはなりません。

これまでサービス連合は、各加盟組合の強固
な団結力によって支えられてきました。特に専
従役員はすべて加盟組合からの派遣で成り立っ
ています。しかし、サービス連合を構成する各
加盟組合においては、役員人財の確保が困難な
状況が生じており、途上にある女性役員の登用、
更には地域の最前線を支える人財の確保も、
年々困難となっています。加えてコロナ感染症
の拡大により組合の活動そのものが厳しい状況
となっている加盟組合もあります。

このような背景から、組織検討委員会は、取
り巻く課題に正面から向き合い、将来にむけた
運動の着実な進展をはかるために、組織のあり
方についてより具体的な対応方向を打ち出す必
要があると考えました。また、サービス連合の
活動は、年々拡大基調にあると言えます。その

ような点も踏まえ、加盟組合とサービス連合が
一体となってその力を結集し、運動を実現でき
る組織に変革させるとともに、限られた運動資
源（人的・財政的資源）の有効活用かつ最適配
分を促進し、運動の重点化が急がれます。
この10年間は、加盟組合の組織強化にむけて

力を注ぐとともに、労働運動の根幹である組織
拡大について、情報提供や支援をはじめ、加盟
組合とともに取り組みます。また産業を取り巻
く課題については、現場で働くものの声を基に、
産業・労働・社会政策として取りまとめ、産業
と産業で働くものの地位向上にむけて取り組み
ます。これら運動を実現させるべく、サービス
連合の組織体制について、提案します。

Ⅳ．組織体制

組織見直しの検討にあたっては、次のとおり、
課題項目を挙げ、議論をおこなってきました。
組織の考え方をはじめ、人財や機関設計、加盟
組合の対応、共闘団体との関係について、考え
方をとりまとめました。
なお将来（2030年を目安）にわたって産別運

動が持続的な発展をするために、組織のあるべ
き姿を提案するものであり、「当面」の姿とは
切り分けて取りまとめています。

１．組織の考え方
2021年１月の第21回中央委員会で確認した

「長期ビジョン」では①健全な労使関係の確
立のため、加盟組合の状況に応じた支援に取
り組む ②産別運動の維持・発展にむけて、
加盟組合の人財育成のサポートに取り組むこ
とを掲げています。

産別として持続可能な運動を将来にわたっ
て展開するにあたって、個々の加盟組合と直
接向き合うことで、課題などを把握し、具体
的な支援にスピードをもって対応できる組織
の形を構築することが急務となります。これ
までの加盟組合から支えられてきた姿から、
加盟組合と産別が双方に支えあう姿を体現す
る必要があります。

（1）組織体

多くの加盟組合の活動が低下している中で、
個々の加盟組合への集中的、統一的な対応を
はかる必要性から、本部に機能を一本化させ
ます。また限りある人財（専従者）について
も、本部に集約します。

これまでの地連を中心とした地域の活動は、
産別活動の伝播をはじめ、加盟組合間の連携、
連帯をはかることを目的に、引き続き意見交
換や学習会の機会を設けます。

（2）機能

産別活動の機能として、以下の項目を本部
に一本化させます。

「サービス連合の組織体制について（案）」
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（3）それぞれの機能
①加盟組合支援

将来にわたって、産別活動を維持、発展さ
せていくためには、何よりも加盟組合が組織
の基盤となります。現状、加盟組合の活動が
低下、もしくは体力が弱まっている傾向を踏
まえ、この10年をかけて、まずは加盟組合が

自律した活動をおこなえる姿を目指します。
自律した姿とは、自ら運動方針を掲げ、役員
と組合員の意思疎通のもと、運動を進めるこ
とであり、組織の維持、発展にむけて常に仲
間と連帯・団結し、運動を絶やすことなく、
次世代に継承できる組織です。加盟組合の自
律した活動にむけて、サービス連合は、顕在
化した問題や紛争解決の支援にとどまること
なく、加盟組合の運動を展開するうえで密接
にかかわる労働条件や人財の育成についても、
すべての加盟組合に、専従者を担当者として
配置し、ワンストップで助言、支援をおこな
います。

1)労働条件関連の向上については、秋闘や春
季生活闘争の方針策定議論はもとより、
個々の加盟組合の状況に応じて、策定から
要求、必要におうじて交渉の支援をおこな
います。

2)人財育成については、労働組合の役員とし
ての基礎研修やエンパワーメント研修、賃
金学習会など、すべての加盟組合を対象と
した研修を開催するほか、加盟組合の個々
の状況に応じて、役員や組合員を対象とし
た研修をおこなうなど、人財育成の支援を
おこないます。

3)組織問題対応、労使紛争解決については、
状況や課題の把握から解決にむけた具体的
な手法について、加盟組合の担当者が、具
体的な支援をおこないます。

②組織拡大

産別活動を維持、発展させていくためには、
この産業で働く仲間の団結が必要です。コロ
ナ禍によって組織人員が減少している一方で、
まだ組織化されていない多くの仲間たちが
様々な労働環境のもと働いています。産業と
して、魅力を取り戻し、やりがい、生きがい
をもって働き続けるため、いまこそサービス
連合への集結を急がねばなりません。
具体的には10万人組織のプロセスで確認さ

れた組織拡大の４つの柱においてサービス連
合一体となっての取り組みを加速します。

1)未組織対策は、組織化対象となる企業への
働きかけについて、具体的には、産業で働
くものへの対応として、労働相談や知人紹
介をきっかけとした取り組みと企業訪問を
つうじた企業との関係性をきっかけとした
取り組みを両面で進めます。

2)未加盟組織に対しては、産別未加入の労働
組合への働きかけとともに、連合直加盟組
織については、地方連合会と連携し、産別
移行にむけ働きかけをおこないます。

3)企業内・関連企業に対しては、加盟組合へ
の調査等をつうじ、対象や目標を明確にす
るとともに、加盟組合の主体的な取り組み
ではありますが、具体的な手法やクロージ
ングにむけた助言など必要な支援をおこな
います。この10年間は、加盟組合の活動基

盤を強固なものとすべく、その根幹である
「仲間」の徹底的な結集を進めます。

③政策策定・政策実現・政治とのかかわり

産別として特徴的な機能である政策の策定
と実現については、産業政策、社会政策、労
働政策を取り扱います。政策の策定にあたっ
ては、加盟組合からの意見集約をおこない、
産業で働くものの立場から政策を策定します。

1)政策の策定にあたっては、産別としての政
策立案力の向上に取り組みます。立案にあ
たっては、現場感覚や個別の経験に加え、
数字や客観的な調査に基づき、政策として
の説得性を意識します。

2)政策立案力の向上にあたっては、専門家で
ある政策顧問や、政策推進議員懇のメン
バーとの連携、勉強会をつうじ、策定段階
で、政策実現を意識しながら、議論を進め
ます。また業界団体とは日常的な意見交換
から、業界にかかわる課題の協議をおこな
います。

3)政策の実現にあたっては、立法府である国
会、国会議員への働きかけが必要です。魅
力ある産業の実現にむけて、政治とのかか
わりを意識し、政策推進議員懇談会との連
携を中心に、取り組みを進めます。

④情報発信

産別運動の推進にあたっては、産別の考え
方や取り組み内容についての加盟組合や組合
員の理解が必要です。情宣物については、新
たに機関誌を発行し、これまでの情宣物を集
約するとともに、月刊での発行をおこなうこ
とで、加盟組合をはじめ組合員への周知を進
めます。あわせてＳＮＳ等も活用し、タイム
リーに活動内容を発信します。政策の実現に
むけては、談話・見解の発表をはじめ、記者
会見をつうじて広く社会に発信をおこないま
す。

①加盟組合支援・労働条件関連の向上・人財育成・
組織問題対応・労使紛争解決 ②組織拡大 ③政策
策定・政策実現・政治との関わり ④情報発信 ⑤
ジェンダー平等・持続的かつ包摂的な社会の実現
⑥組合間の交流支援
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⑤ジェンダー平等・持続的かつ包摂的な社会の
実現

サービス・ツーリズム産業には、性別や国
籍など様々な背景をもった仲間たちが集い、
働いています。多様性を認め合う包摂的な社
会の実現は、まさにこの産業の将来にわたる
発展が鍵となります。むこう10年間は「男女

平等参画計画」を基に、定性と定量のバラン
スに留意し、加盟組合とともに着実な前進を
図ります。

平和産業として、国際協調・平和の観点か
ら社会や地球環境に寄与するべく、社会貢献
活動をおこないます。

⑥組合間の交流支援

産別活動を推進するにあたっては、サービ
ス連合と加盟組合との個々の関係強化と支援
とともに、産別としての連帯や団結をはかる
ため、加盟組合間で交流をおこなう機会を設
けます。また加盟組合間の連携に加え、産別
活動の伝播を目的として対話集会や学習会を
地域毎に設定します。

２．組織における人財
（1）専従者に求められる姿

産別運動の推進にむけ、各機能を担う専従者
については、１期２年と限られた中で産別運動
に能力を発揮することができるよう、一定の労
働組合の活動経験、知識が求められます。その
うえで、これからも専従者の選考にあたっては、
産業の状況を理解し、産別活動に対して「想
い」や「向上心」をもった人財の輩出にむけて
理解を得られるよう、都度、役員推薦委員会に
「必要な人財の考え方」を伝えることとします。

（2）輩出基準の考え方

①将来にわたって産別運動の持続的な発展の観
点から、活動の継続性を念頭に人財の輩出を
おこなう。

②将来的に産業の回復や組織拡大を受け、第20
回中央委員会で確認した「10万人組織へのプ
ロセス」に基づき、「10万人」組織での体制
を目標とする。

③ジェンダー平等推進の観点から、女性専従者
の輩出も念頭におく。

（3）専従者の輩出基準

専従者の輩出にあたっては、新たな基準として
予算に占める人件費の上限方式とします。経年と
して予算に対する人件費の割合は、20％前後にて

推移しています。今後、加盟組合の支援をはじめ、
産別運動の推進に人財が必要であることから、事
務所の賃貸借諸費用など経費の見直しをおこない、
新たな輩出の基準として、予算に対して最大30％

までを人件費として見込むこととします。一方で
予算については財政規律の維持を前提として、人
件費を見込みます。なお人件費の中には、専従者、
ＳＩＲ専従者、特別中執のうち連合派遣者も含み
ます。

１期２年の役員選出にあたっては、直前の中央
委員会にて、専従者数を確認することとしますが、
会費登録人員をはじめ、予算シミュレーションを
おこなったうえで、都度確認をおこないます。

（4）組織拡大の必要性

産別運動の維持、発展にむけては、活動予算
と運動を担う人財は必要不可欠です。そのため
には、10万人のプロセスで確認した組織拡大４

つの柱について、絶え間ない取り組みをつうじ、
産別基盤の安定にむけて取り組むことが前提と
なります。

（5）専従者の定年制

あくまでも加盟組合の規定や労使間での協定
によりますが、輩出する産別専従者としては65

歳までの雇用確保が義務となったことに伴い、
定年制など一定の整理をおこないます。また将
来的に、組織拡大がすすみ、加盟組合支援をは
じめ、産別として運動も拡大する中では、活動
の充実と継続性の観点から、プロパー採用をお
こなうことを想定し、同様の対応とします。
①定年を「65歳」とします。

②役員輩出にあたっては、あくまでも人物本位
とします。

（6）顧問制度の創設

本部での産別運動の伝承、スキルの習得にむ
けて、サービス連合役員経験者を対象として、
顧問を依頼します。産別活動を進めるにあたっ
て、必要に応じて助言を受けるほか、専従者の
教育にあたっても講師を依頼します。

顧問の依頼にあたっては、人物本位で選定し、
都度中央執行委員会に諮ります。

（7）共闘団体への戦略的な派遣

実務人財の確保、育成の観点から、共闘団体
（連合、交運労協など）への派遣について考え
方を定めます。派遣にあたっては、輩出にむけ
た一定の準備も必要なことから、2023年～2024

年で具体的な考え方を整理、まとめることとし
ます。

①共闘団体との関係強化、派遣者の人財育成を
目的に、派遣前後も継続して産別運動を

担える人財を輩出します。

②将来的には、連合から期間を定め職員の派遣
を受けることも検討します。

●参考：第８回中央委員会確認
登録人員4,000名に１名の割合で専従者を輩

出する。
※この考え方は、2009年の時点で、40,000

人を目指すにあたって必要となる専従
者数を10名（本部７名、地連３名）と
し、算出した基準です。
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３．機関設計
（1）決議機関・機関会議

①定期大会
規約にのっとり、サービス連合の最高の

決議機関である。
②中央委員会

規約にのっとり、サービス連合の定期大会
につぐ決議機関である。

③中央執行委員会

サービス連合の執行機関として、大会およ
び中央委員会での決議事項の執行にむけ、今
後は毎月１回の開催とし、これまで以上に迅
速な議事の審議・決定をおこなう。

委員会の構成は、会長・副会長・事務局
長・副事務局長・中央執行委員とする。

（2）その他会議
①四役会議

業務執行および活動の円滑な推進にむけ、
四役会議を設置する。春季生活闘争方針や活
動方針の議論を中心に、必要に応じて開催す
る。

会議の構成は、会長・副会長・事務局長・
副事務局長とし、必要に応じて各機能の担当
が出席する。

②中闘組織の代表者会議

これまでの中央闘争委員会構成組織の加盟
組合（中闘組織）は、今後も、産別運動の推
進にあたって産別全体を牽引する役割を担う
組織として、後述のとおり「中核組織」と位
置づけます。そのうえで中央執行委員として
参画を求め、これまでの中闘組織会議は設置
しません。

(3) 中核組織

サービス連合運動の推進は、機関会議での議
論、決定をふまえ、着実な執行が必要であり、
運動の理解、浸透をはじめ、加盟組合との密接
な関係が重要です。特に、地域もふくめ、サー
ビス連合全体で７割をしめる中闘組織について
は、これからの10年の運動の中で、物心両面で

中心的な役割を担ってもらうべく、考え方を整
理します。

①サービス連合のこれまでの活動について、人
財や財政などから支えてきた従来の中闘組織
は、これからも活動を牽引する立場として、
「中核組織」と位置付ける。

②組織それぞれの事情は考慮したうえで、中核
組織の代表者を、中央執行委員とする。

③産別運動の推進にあたって、中央執行委員会
のメンバーとして、日常的な関係性の強化を
はかるとともに、中央執行委員会での議論、
確認をふまえ執行課題を迅速に対応する。加
盟組合の支援については、中核組織は、それ
ぞれの組織に任せる。

（4）役員の役割
①会長

サービス連合を代表し、業務を統括する

また加盟組合へ産別活動の理解、浸透をはか
るため、加盟組合への働きかけについて、先
頭にたって推進する。

②副会長（専従）

会長を補佐し、産別運動の推進を事務局と
ともにおこなう。また会長とともに産別運動
の推進にむけ、加盟組合への働きかけをおこ
なう。

③副会長

業種を代表する組織として産別運動を牽引
する立場であり、また今後も専従者輩出など
産別運動を支える立場として、運動の推進を
おこなう。

④事務局長
事務局を統括し、業務を掌握のうえ円滑な

執行活動をおこなう。
⑤副事務局長

事務局長を補佐し、円滑な執行活動をおこ
なう。

⑥中央執行委員
円滑な執行活動にあたって、担当のみなら

ず、産別運動全体の執行責任を負う。

（5）役員の体制

提起の中では、１期２年の運動方針に関わる
内容も含め、個別具体的な項目がありました。
向こう10年の運動を進める中で、全体的な考え
方を示します。
①専従者は、執行責任をもって日頃の活動に従
事するため、中央執行委員とする。

②ジェンダー平等・多様性の観点から、役員比
率のバランスを考慮する。

③１期２年の運動方針に基づき、担当中執など
は、設けることとする。

（6）専門局の設置

産別運動の推進にあたって、各機能について
責任をもって執行するために専門局を設置する。
専門局は事務局長が統括するとともに、具体的
な設置については、期の運動方針に基づき柔軟
に設置する。
①組織支援局

加盟組合支援・人財育成・労働条件関連（秋
闘・春季生活闘争方針など）の向上・組織問
題対応・労使紛争解決の機能を担う。なお組
合間の交流支援は、事務局の事務分掌とし、
７ブロックの具体的な担当は、局横断とする。

②組織拡大局
組織拡大の機能を担う。

③政策局
政策策定・政策実現を担う。

④ジェンダー平等推進局
ジェンダー平等・持続的かつ包摂的な社会の
実現を担う。

⑤広報局
組織内外に対する情報発信を担う。
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（7）専門委員会の設置

本部機能の分類に基づき、それぞれの執行課
題の議論にあたっては、専門委員会を設置する。
また業種特有の課題について意見交換をおこな
うため、業種別委員会を設置する。

４．加盟組合の対応
この10年は、加盟組合の実態にあわせた組織

支援に傾注するため、すべての加盟組合に、担
当者として組織支援局の専従者を配置します。
そのうえで、加盟組合の組織形態に応じて、具
体的な対応をおこないます。なお後述のとおり、
学習会や交流会をおこなうにあたっては、地域
をブロックにわけて開催します。

（1）中央本部の形態

中央本部にて方針などを決定する組織形態で
ある加盟組合（これまでの中闘組織）は、産別
方針の浸透や運動に関する意見聴取は、中央本
部を対象におこないます。

（2）地域に所在する加盟組合

地域に所在し、活動する加盟組合は、地域で
の直接的な対話や集会をつうじ、産別運動の浸
透と運動に関する意見聴取をおこないます。ま
た春季生活闘争方針の策定をはじめ、加盟組合
の個別運動に関して、具体的な支援をおこない
ます。なお集会等の開催にあたっては、効率性
や地域で集まることにより、産別活動の一体感
や活動の推進をはかる目的もありますが、加盟
組合の所在地など実態にあわせ、対応すること
とします。

①ブロック総対話

サービス連合運動の浸透と運動に関する意
見聴取を目的に年２回開催します。開催にあ
たっては、会長、副会長（専従）、事務局長
のいずれかが訪問し、地域ブロック内の加盟
組合の代表者、書記長を対象に、直接対話の
場を設けます。

②春闘討論集会

春季生活闘争方針（案）の策定にむけ、加
盟組合に説明、意見交換をつうじ、産別とし
て一体となった闘争環境を醸成することを目
的に開催します。

③政策討論集会

加盟組合から意見集約後、政策（案）をも
とに意見交換をおこなうとともに、要請行動
を受けて加盟組合への説明をおこなうことを
目的に開催します。また政策の中で地域に関
わる内容についても、説明をおこないます。

（3）交流機会の提供
加盟組合の対応にあたっては、この10年は何

よりも、加盟組合とサービス連合の直接的な関
係を深め、具体的な支援に力を注ぎます。一方
で産別の団結力の向上にむけては、産別に集う
加盟組合間の連帯も重要であり、並行的に進め

ることとします。具体的には、学習会や意見交
換の場をもうけ、加盟組合の組織形態にかかわ
らず、組合員が参加できる機会を提供します。
実施にあたっては、この10年は加盟組合の組

織支援に人財をはじめとした資源を集中させる
中、これまでの地域を細分化したイベントや交
流会を、同様におこなうことはできません。限
られた資源の中で、画一的な学習会、交流の機
会を提供します。

①ブロック学習会

すべての加盟組合の組合員を対象に、年２
回、講演型の学習会を開催します。学習会後
は、加盟組合の意見交換や交流を目的として、
ブロック毎に懇親の場を設けます。

②業種別交流会

地域における業種毎での意見交換や交流を
目的として、年数回、開催します。

（4）交流の地域単位

学習会や交流会をおこなうにあたっては、一
定の地域にわけて開催します。ただし加盟組合
の所在地などを勘案しておこなうこととします。

将来的に、組織拡大により加盟組合数が増加
する場合、都道府県単位での区分も検討します。

・７つの地域ブロック＞細分化
（複数の都道府県）＞都道府県単位
・北海道ブロック
・東日本ブロック
・中部ブロック
・関西ブロック
・中四国ブロック
・九州ブロック
・沖縄ブロック

現行の６地連の区分をベースに、西日本は近
畿エリアと中四国エリアの２つにわけ、７ブ
ロックとします。なお集会や交流会の実施単位
としては、加盟組合の所在等を勘案し、エリア
を細分化して実施します。

地域の区分にあたっては、産別活動の伝播、
加盟組合間の情報交換とともに、地域での人脈
形成を念頭におこないます。そのうえで、加盟
組合が参加しやすい環境を整える必要がありま
す。地域の区分は７つを基本とするものの、開
催する集会や交流会の内容によっては、加盟組
合の所在地を勘案し細分化します。

なお運営にあたっては、専従者で担当し、各
集会やイベントの企画・立案・招集・運営をお
こないます。
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５．共闘団体との関係
共闘団体の窓口は、本部に１本化します。

（1）連合

連合運動を支える構成組織として、引き続き、
中央執行委員会に役員を輩出するとともに、委
員会等への委員選出をつうじ、議論に参画しま
す。

地方連合会については、役員輩出はおこなわ
ないこととします。地域の活動（春闘集会な
ど）は、地域の加盟組合に呼びかけをおこなっ
たうえで、可能な限り、参画します。

なお、加盟組合独自の取り組みは、妨げない
こととします。

（2）交運労協

引き続き、役員の輩出とともに、委員会等へ
の委員選出をつうじて議論に参画します。

地方交運については、当面登録はおこなわず、
役員の輩出もおこないません。また政策・制度
要請も、地方交運をつうじてはおこないません。

（3）ＩＴＦ（国際運輸労連）

観光部会の参加をつうじ、国際的な視野・観
点から観光産業の発展にむけ、国際労働運動に
参画します。

（4）ＩＵＦ（国際食品労連）

ＩＵＦ－ＪＣＣやＨＲＣＴの参加をつうじ、
国際的な視野、観点から観光産業、特に宿泊業
について国際労働運動に参画します。

６．その他
（1）関連団体（サービス連合情報総研）との関係

政策策定にあたっては、サービス連合情報総
研との連携が数年来の課題としてあります。

サービス連合情報総研の今後の活動や運営は、
出資者の立場からも関係性があり、サービス連
合の組織見直しと関連性があります。今後にむ
けて、将来的な人財の輩出やサービス連合との
連携などの課題について、サービス連合情報総
研の理事会に対して協議をおこなうよう依頼し
ます。

７．財政面の見直し

議論にあたっては、必要に応じて財政面の見
直しもおこなうこととしましたが、将来にわ
たって産別運動を維持、発展させるべく、加盟
組合の組織強化や活動支援における対策費が一
定必要であること、また活動を担う本部専従者
の人件費を勘案した結果、今回は会費をはじめ
財政面での見直しはおこないません。

８．今後の見直し

今後、加盟組合の組織強化と産別として組織
拡大がはかられた際は、今回の見直しの目安で
ある2030年を待たず、組織体制の見直しをおこ
なうこととします。

９．規約の見直し
2023年第22回中央委員会での議案決定を受け
て、具体的な作業に入ります。
該当する本部規約、地連規約の削除、追加を
すすめ、第23回定期大会で確認することとし
ます。

10．今後のスケジュール
第22回中央委員会において新たな組織体制が
確認された後、１期２年の具体的な運動方針
は、第23回定期大会で提案、確認することと
します。

≪第22回中央委員会開催案内≫

・日時：2023年１月20日（金）11：00開会
・会場：連合会館２階 大会議室

※その他の議案については、サービス連合ホー
ムページ（会員ページ）でご確認ください。
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